
●特定行政庁への仮使用認定申請フロー図（法第 7条の 6第 1項第一号） 

申 請 者 建築指導課（特定行政庁） 予 防 課（ 消防 部局 ）  
事 務 
処 理 
期 間 

   

 

  

 

    

※注：消防部局からの指摘事項は適宜対応してください。指摘事項の対応に時間を要す場合は仮使用開

始までの期間が遅延する恐れがありますのでご注意ください。 

 

 

事 前 相 談 
事 前 受 付 

※ 正 本 １ 部 

 

事 前 審 査 

指 摘 事項 等の 対 応 

仮 使 用 認 定 申 請 

提 出 

※正本 2部・副本 1部 

 

受 付 

消 防 照 会 

事 前 協 議 

受 理 

指摘事項等の内容確認 

 

審 査 

消 防 検 査 

仮 使 用 認 定 

申 請 回 答 書 

通    知 

仮 使 用 検 査 

仮 使 用 検 査 

決    裁 

仮 使 用認 定通 知 書 

交 付 

回 答 

仮 使 用認 定通 知 書 

受 理 

是 正 箇所 等の 対 応 是正箇所等の内容確認 

是 正 完 了 是 正 完 了 確 認 

仮 使 用 開 始 

仮使用に係る工事 
※仮使用検査までに申請図書に基

づいて区画壁や避難施設に係る工

事を実施 

※注 

※注 

21 
日 

30 
日 


